
畜産施設衛生管理強化支援事業

　○施設整備や機器導入に対する支援　

　　（１）衛生管理の強化

飼養衛生管理を強化するための施設、機械装置等の導入支援

畜産物処理加工施設の整備、改築、修繕や食肉処理加工機器等の導入支援

　　（２）スマート畜産の導入

作業の省力化を図るための機械装置の導入支援

　　（３）生産性及び効率化の向上

生産性の向上及び効率化の向上に資する機械装置等の導入支援

　　（４）補助対象

　　 ◆補助対象者：農業者、農業協同組合及び農業協同組合連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、農業者等をもって

　組織する団体、株式会社又は持分会社であって農業(畜産)を事業として営むもの、市町村、その他知事が認める団体

◆補助率：1/3以内　◆補助限度額：10,000千円

畜産業を営む上で必要な衛生管理の強化や省力化、生産性向上等、安心安全で効率的・効果的な畜産業を推進するため、施設整備や機

器導入を支援する。

※国庫補助の対象となる事業は除く


